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Press Release 

 
 

令和７年 障害者雇用状況の集計結果 
 

島根労働局（局長 岩見
い わ み

 浩史
ひろふみ

)では、令和７年６月１日現在の島根県内の民間企業及

び公的機関等における「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、

民間企業の場合は2.5％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者及び精

神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを

集計したものです。 

 
島 根 労 働 局 発 表 

 
令和７年12月19日(金) 

 

担 

 
島根労働局職業安定部職業対策課 

 
職業対策課長   内藤 義博 

 
 当 障害者雇用担当官  大石 隆二 

  ℡ 0852-20-7021 

    

○集計結果の主なポイント 

１ 島根県の民間企業（法定雇用率2.5％） 

① 実雇用率は2.89％となり、前年同率。（全国第３位） 

 （注） 実雇用率とは、法で雇用義務の生じる規模（40.0人以上）の企業で雇用される 

障害者数を常用労働者数で除した率。 

② 法定雇用率を達成している企業割合は66.7％（462社）となり、対前年比0.4ポイン

ト上昇（５年連続全国第１位） 
 
２ 島根県の公的機関等（法定雇用率2.8％。都道府県等の教育委員会は2.7％） 

①  実雇用率 

・県の機関は2.74％となり、対前年比0.04ポイント減少 

      ・市町村等の機関は2.72％となり、対前年比0.04ポイント上昇 

・特殊法人等は2.81％となり、対前年比0.22ポイント減少 

      ・教育委員会は2.49％となり、対前年比0.04ポイント減少 

(注)  教育委員会には、法定雇用率2.7％が適用される都道府県等の教育委員会を計上。 

法定雇用率が市町村等と同じ2.8％が適用される市町村教育委員会は、市町村等の機関に計上。  

②  法定雇用率を達成している機関数 

      ・県の機関は、２機関（対象機関３機関） 

      ・市町村等の機関は、27機関（対象機関 38機関） 

      ・特殊法人等は、３機関（対象機関３機関） 

      ・教育委員会は、１機関（対象機関２機関） 

          (注) 未達成の公的機関等のうち４機関は、公表日時点において不足数を解消し雇用率を達成している。 

【表２】【表７】 

【表１・グラフ】【表７】 

 

【表４、５、６】 
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者に限る。）である。 
 

                     一般の民間企業 ……………………  ２.５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 …………………………  ２.８％ 

                   労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 
 

  〇 国、地方公共団体 …………………………………………  ２.８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 
 

  ○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………  ２.７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 
 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 
 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウント

される。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時

間が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。 

○島根労働局・ハローワークの取組み 

１ 法定雇用率未達成企業（機関）に対する達成指導を厳正に実施します。 

特に、未達成企業（機関）のうち障害者を１人も雇用していない企業（機関）に対し

ては、雇用実現に向けた指導・支援を重点的に実施します。 

２ 法定雇用率達成企業（機関）に対しても、引き続き雇用率の維持と更なる障害者雇用

への取組みを求めていきます。 
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障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

 

１ 民間企業における雇用状況 

（１）実雇用率 

法定雇用率2.5％が適用される民間企業（常用労働者数40.0人以上規模企業）に

おける実雇用率は2.89％で、前年同率であった。 

【表１】 

 

 

 

 

 

 

（注） １ ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体
障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業
種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。 

    ２ ②欄の障害者の数とは身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり法律上、重度身体障害者及び重
度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしており、計を算出するに当たりダブルカウントを
行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者及び重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとしており、計を算出するに
当たり0.5カウントとしている。 

      ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウ
ントとしている。 

３  [ ] 内は実人員である。 
４ （ ）内は、令和６年６月１日現在の数値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１日現在 

①法定雇用障害者数の算定
の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率
④法定雇用率
達成企業の数

/ 企業数 ⑤達成割合

(人) (人) (％) （企業） (％)

78,840.0 2,279.5 2.89 462 / 693 66.7

[2,136 ]

(77,028.5) (2,225.0) (2.89) (443) / (668) (66.3)

区分

民間企業

827.0 824.0 840.0 882.0 873.0 954.0 1002.0 1040.5 1030.5 

1030.0 

1086.5 

1083.5 

1089.5 

1121.5 

1013.0 
993.5 

985.5 
995.0 

241.0 254.0 
272.0 

339.5 382.5 

378.0 

403.0 
428.5 447.5 480.5 

540.0 

551.0 

586.0 

604.5 

573.0 602.5 

625.0 

629.0 

31.0 27.5 
34.5 

60.5 
76.0 

92.0 

132.5 

172.0 
202.5 

237.0 

333.0 
377.0 

425.0 

479.5 

471.0 

526.0 

614.5 

655.5 

1.78 1.78 

1.83 1.84 

1.88 1.89 

2.02 

2.13 

2.17 

2.25 

2.40 

2.49 

2.59 2.67 
2.69 

2.83 

2.89 2.89 
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障害者数(人) 実雇用率(%）
雇用障害者数及び実雇用率の推移

身体障害者 知的障害者 精神障害者 実雇用率
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（２）法定雇用率達成企業割合 

法定雇用率を達成している企業割合は66.7％（462社）で、対前年比0.4ポイント

上昇となった。これを企業規模別でみると、40.0～100人未満規模企業は64.8％（3

15社）、100～300人未満規模企業は71.6％（126社）、300～500人未満規模企業は6

3.2％（12社）、500～1,000人未満規模企業は77.8％（7社）、1,000人以上規模企

業が66.7％（2社）であった。 

 

【表２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） （ ）内は、令和６年６月１日現在の数値である。 

  

（３）産業別状況 

産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「鉱業、採石業、砂利採取業」、

「建設業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融

業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「生活関連サービス業､娯楽業」、

「教育、学習支援業」、「医療、福祉」において前年よりも増加した。 

産業別の実雇用率では、「医療、福祉（3.54％）」、「不動産業、物品賃貸業

（3.31％）」、「鉱業、採石業、砂利採取業（3.31％）」、「サービス業（他に分

類されないもの）（3.30％）」、「製造業（3.02％）」、「農、林、漁業（2.71

％）」、「卸売業、小売業（2.61％）」、「金融業、保険業(2.57％)」、「運輸業、

郵便業（2.56％）」、「宿泊業、飲食サービス業（2.55％）」において法定雇用率

を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１日現在 

/

78,840.0 2,279.5 2.89 462 / 693 66.7

（ 77,028.5 ) ( 2,225.0 ) ( 2.89 ) ( 443 / 668 ) ( 66.3 )

29,656.0 757.5 2.55 315 / 486 64.8

( 28,927.5 ) ( 740.0 ) ( 2.56 ) ( 304 / 470 ) ( 64.7 )

29,006.0 850.5 2.93 126 / 176 71.6

( 27,337.0 ) ( 801.0 ) ( 2.93 ) ( 116 / 166 ) ( 69.9 )

7,356.5 299.5 4.07 12 / 19 63.2

( 7,655.0 ) ( 302.0 ) ( 3.95 ) ( 15 / 20 ) ( 75.0 )

5,727.5 184.5 3.22 7 / 9 77.8

( 5,850.0 ) ( 183.0 ) ( 3.13 ) ( 5 / 9 ) ( 55.6 )

7,094.0 187.5 2.64 2 / 3 66.7

( 7,259.0 ) ( 199.0 ) ( 2.74 ) ( 3 / 3 ) ( 100.0 )

(人) (人) (％)

規模計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ⑤達成割合
④法定雇用率
達成企業の数

企業数

（企業）(％)

区分

40.0～
100人未満

100～
300人未満

300～
500人未満

500～
1000人未満

1,000人以上
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（注）（ ）内は、令和６年６月１日現在の数値である。 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１日現在 【表３】

/

78,840.0 人 2,279.5 人 2.89 % 462 / 693 66.7 %
( 77,028.5 人 ) ( 2,225.0 人 ) ( 2.89 % ) ( 443 / 668 ) ( 66.3 % )

516.5 人 14.0 人 2.71 % 6 / 9 66.7 %

( 444.0 人 ) ( 15.5 人 ) ( 3.49 % ) ( 6 / 8 ) ( 75.0 % )
60.5 人 2.0 人 3.31 % 1 / 1 100.0 %

( 52.5 人 ) ( 1.0 人 ) ( 1.90 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )
5,765.5 人 134.5 人 2.33 % 48 / 77 62.3 %

( 4,706.5 人 ) ( 120.5 人 ) ( 2.56 % ) ( 44 / 63 ) ( 69.8 % )
15,279.5 人 462.0 人 3.02 % 111 / 145 76.6 %

( 16,146.5 人 ) ( 465.0 人 ) ( 2.88 % ) ( 103 / 146 ) ( 70.5 % )
0.0 人        - 人        - %        - /    -       - %

( 0.0 人 ) (        - 人 ) (        - % ) (        - /    - ) (       - % )
1,538.5 人 26.0 人 1.69 % 7 / 16 43.8 %

( 1,571.0 人 ) ( 20.0 人 ) ( 1.27 % ) ( 6 / 18 ) ( 33.3 % )
2,443.0 人 62.5 人 2.56 % 14 / 27 51.9 %

( 2,136.0 人 ) ( 57.0 人 ) ( 2.67 % ) ( 15 / 25 ) ( 60.0 % )
11,321.0 人 295.5 人 2.61 % 56 / 86 65.1 %

( 11,592.5 人 ) ( 291.0 人 ) ( 2.51 % ) ( 52 / 90 ) ( 57.8 % )
3,948.0 人 101.5 人 2.57 % 3 / 9 33.3 %

( 3,849.5 人 ) ( 99.0 人 ) ( 2.57 % ) ( 3 / 8 ) ( 37.5 % )
558.5 人 18.5 人 3.31 % 6 / 8 75.0 %

( 568.5 人 ) ( 15.5 人 ) ( 2.73 % ) ( 6 / 8 ) ( 75.0 % )
1,791.5 人 23.5 人 1.31 % 13 / 25 52.0 %

( 1,808.5 人 ) ( 24.5 人 ) ( 1.35 % ) ( 12 / 24 ) ( 50.0 % )
1,899.5 人 48.5 人 2.55 % 15 / 22 68.2 %

( 1,745.0 人 ) ( 49.0 人 ) ( 2.81 % ) ( 14 / 20 ) ( 70.0 % )
1,687.0 人 31.0 人 1.84 % 9 / 18 50.0 %

( 1,624.5 人 ) ( 29.5 人 ) ( 1.82 % ) ( 8 / 18 ) ( 44.4 % )
1,051.0 人 17.5 人 1.67 % 6 / 15 40.0 %

( 1,011.5 人 ) ( 16.0 人 ) ( 1.58 % ) ( 5 / 14 ) ( 35.7 % )
21,438.0 人 759.5 人 3.54 % 129 / 177 72.9 %

( 20,276.0 人 ) ( 708.5 人 ) ( 3.49 % ) ( 129 / 169 ) ( 76.3 % )
3,275.0 人 76.0 人 2.32 % 1 / 4 25.0 %

( 3,392.5 人 ) ( 86.0 人 ) ( 2.54 % ) ( 3 / 4 ) ( 75.0 % )
6,267.0 人 207.0 人 3.30 % 37 / 54 68.5 %

( 6,103.5 人 ) ( 227.0 人 ) ( 3.72 % ) ( 36 / 52 ) ( 69.2 % )

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

金融業、保険業

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ⑤達成割合

産　業　別

④法定雇
用率達成
企業の数

企業数

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

建設業

区分

農、林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業
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２ 公的機関における在職状況 

法定雇用率2.8％が適用される県、市町村等及び特殊法人等の機関における実雇用

率をみると、県の機関は2.74％、市町村等の機関は2.72％、特殊法人等は2.81％とな

り、前年との比較では、市町村等の機関は0.04ポイント上昇し、県の機関は0.04ポイ

ント、特殊法人等は0.22ポイント減少した。 

    また、法定雇用率2.7％が適用される県等の教育委員会における実雇用率は2.49％

で、前年より0.04ポイント減少した。 
 

（１）法定雇用率2.8％が適用される地方公共団体等 

  【表４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※未達成の機関のうち４機関は、12月1日時点において不足数を解消し、雇用率を達成している。 

 
（２）法定雇用率2.7％が適用される県等の教育委員会 

【表５】 

 

 

 

 

 

 

 
（注） １ 表４及び５の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員

数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除
いた職員数である。 

    ２ 表４及び５の各表の②欄の障害者の数とは身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり法律上、重
度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしており、計を算出するに当た
りダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者、
重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして
おり、計を算出するに当たり0.5カウントとしている。 

      ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カ
ウントとしている。 

    ３ 法定雇用率2.7％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。 
４  [ ] 内は実人員である。 
５ （ ）内は、令和６年６月１日現在の数値である。 

 
 

 

令和７年６月１日現在 

令和７年６月１日現在 

①法定雇用障害者数の算定
の基礎となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率
④法定雇用率
達成機関の数

/ 機関数 ⑤達成割合

(人) (人) (％) （機関） (％)

5,485.5 150.5 2.74 2 / 3 66.7

[127]

(5,314.5) (148.0) (2.78) (2) / (3) (66.7)

10,190.5 277.0 2.72 27 / 38 71.1

[ 219]

(9,615.0) (258.0) (2.68) (28) / (37) (75.7)

2,686.0 75.5 2.81 3 / 3 100.0

[ 60]

(2,343.0) (71.0) (3.03) (3) / (3) (100.0)

特殊法人等

区分

県の機関

市町村等の
機関

①法定雇用障害者数の算定
の基礎となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率
④法定雇用率
達成機関の数 /

機関数 ⑤達成割合

(人) (人) (％) （機関） (％)

7,745.0 193.0 2.49 1 / 2 50.0

[148]

(6,890.5) (174.0) (2.53) (1) / (2) (50.0)

区分

県等の
教育委員会
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※ 島根県病院局・松江市立病院は11月1日、出雲市立総合医療センター・邑智郡公立病院組合 公立邑智病院は12月１日現在において、不足を解消し

法定雇用率を達成している。 

（３）機関別障害者の雇用状況

【表６】 令和7年６月１日現在

② 障害者の数 ③ 実雇用率 備　考

(人） (％）

島 根 県 4,124.5 115.5 2.80 0.0 特例認定あり

島 根 県 病 院 局 998.0 25.0 2.51 2.0
※

島 根 県 警 察 本 部 363.0 10.0 2.75 0.0

松 江 市 1,558.0 45.0 2.89 0.0

浜 田 市 792.0 24.0 3.03 0.0

出 雲 市 906.0 25.0 2.76 0.0

益 田 市 447.0 13.0 2.91 0.0

大 田 市 437.5 12.0 2.74 0.0

安 来 市 521.5 14.0 2.68 0.0

江 津 市 299.0 9.5 3.18 0.0

雲 南 市 377.0 10.0 2.65 0.0

奥 出 雲 町 175.0 4.5 2.57 0.0

飯 南 町 112.0 3.0 2.68 0.0

川 本 町 75.0 2.0 2.67 0.0

美 郷 町 115.5 2.0 1.73 1.0

邑 南 町 289.5 9.0 3.11 0.0 特例認定あり

津 和 野 町 165.0 2.0 1.21 2.0

吉 賀 町 126.5 3.0 2.37 0.0

海 士 町 85.0 1.0 1.18 1.0

西 ノ 島 町 107.5 2.0 1.86 1.0

隠 岐 の 島 町 252.0 9.0 3.57 0.0 特例認定あり

浜 田 市 教 育 委 員 会 139.5 5.0 3.58 0.0

出 雲 市 教 育 委 員 会 144.0 4.0 2.78 0.0

益 田 市 教 育 委 員 会 135.5 5.0 3.69 0.0

大 田 市 教 育 委 員 会 99.0 3.0 3.03 0.0

安 来 市 教 育 委 員 会 148.5 4.0 2.69 0.0

雲 南 市 教 育 委 員 会 54.0 0.0 0.00 1.0

奥 出 雲 町 教 育 委 員 会 84.0 2.0 2.38 0.0

松 江 市 上 下 水 道 局 117.0 8.0 6.84 0.0

松 江 市 交 通 局 56.0 4.0 7.14 0.0

松 江 市 立 病 院 572.0 14.0 2.45 2.0
※

松 江 市 ガ ス 局 40.0 1.0 2.50 0.0

出 雲 市 上 下 水 道 局 92.0 2.0 2.17 0.0

出 雲 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー 229.0 3.5 1.53 2.5
※

大 田 市 立 病 院 309.5 10.0 3.23 0.0

安 来 市 立 病 院 185.5 4.5 2.43 0.5

雲 南 市 立 病 院 330.0 6.5 1.97 2.5

町 立 奥 出 雲 病 院 198.0 5.0 2.53 0.0

飯 南 町 立 飯 南 病 院 71.0 1.0 1.41 0.0

邑智郡公立病院組合 公立 邑智 病院 151.5 2.5 1.65 1.5
※

隠 岐 広 域 連 合 立 隠 岐 病 院 193.5 2.0 1.03 3.0

島 根 県 教 育 委 員 会 7,526.0 187.0 2.48 16.0

松 江 市 教 育 委 員 会 219.0 6.0 2.74 0.0

国 立 大 学 法 人 島 根 大 学 2,385.0 66.5 2.79 0.0

公 立 大 学 法 人 島 根 県 立 大 学 233.0 8.0 3.43 0.0

島 根 県 住 宅 供 給 公 社 68.0 1.0 1.47 0.0

市

町

村

等

の

機

関

％

特

殊

法

人

等

 
 

％

教

育

委

員

会

 
 

％

法　 定

雇用率
機  　関    名

④ 不 足 数

(人）

県

の

機

関

 

 

％

① 法定雇用障害者数

の算定の基礎となる職

員数　      　(人）

2.8

2.8

2.7

2.8
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(参考)　都道府県別民間企業の実雇用率・達成企業割合の状況

実雇用率 達成割合

実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成

企業の割合
(対前年増減)

全国 2.41  0.00 全国 46.0 0.0  55,434 ／  120,467

1 沖縄 3.27 △0.12島根 1 島根 66.7 0.4  462 ／  693

2 奈良 2.94 △0.06佐賀 2 佐賀 62.4 △0.2  458 ／  734

3 島根 2.89  0.00宮崎 3 宮崎 62.0 △1.5  597 ／  963

4 佐賀 2.87  0.00大分 4 大分 59.1 △1.7  595 ／  1,007

5 長崎 2.84 △0.04秋田 5 秋田 58.7 △0.1  531 ／  905

6 宮崎 2.81 △0.06福井 6 福井 58.4 1.7  505 ／  865

7 和歌山 2.77 △0.01奈良 7 奈良 58.4 △2.1  467 ／  800

8 福井 2.72  0.11長崎 8 長崎 58.2 0.8  679 ／  1,167

9 山口 2.71 △0.06和歌山 9 和歌山 57.8 △1.2  421 ／  729

10 滋賀 2.67  0.01三重 10 三重 57.7 0.1  848 ／  1,470

11 鹿児島 2.65 △0.01香川 11 香川 57.7 2.5  563 ／  976

12 大分 2.65 △0.12沖縄 12 沖縄 57.7 △2.3  741 ／  1,285

13 鳥取 2.62  0.06鳥取 13 鳥取 57.6 △3.5  314 ／  545

14 高知 2.60  0.07徳島 14 徳島 56.8 △0.8  337 ／  593

15 愛媛 2.58  0.01新潟 15 新潟 56.0 0.8  1,234 ／  2,204

16 石川 2.57 △0.04鹿児島 16 鹿児島 56.0 △1.2  845 ／  1,508

17 北海道 2.57 △0.07高知 17 高知 55.9 0.2  342 ／  612

18 熊本 2.55 △0.04岩手 18 岩手 55.3 △0.1  621 ／  1,123

19 広島 2.54  0.00福島 19 福島 55.3 0.5  930 ／  1,682

20 三重 2.52  0.00長野 20 長野 55.3 0.6  1,091 ／  1,974

21 岐阜 2.52 △0.01栃木 21 栃木 54.7 0.7  854 ／  1,560

22 栃木 2.50  0.02山梨 22 山梨 54.5 △2.9  403 ／  740

23 秋田 2.50  0.01群馬 23 群馬 54.3 1.1  1,042 ／  1,919

24 青森 2.48 △0.01岐阜 24 岐阜 54.3 1.3  1,012 ／  1,865

25 長野 2.47  0.00滋賀 25 滋賀 54.3 0.2  583 ／  1,074

26 京都 2.47  0.04熊本 26 熊本 53.9 0.8  824 ／  1,528

27 埼玉 2.46 △0.01山形 27 山形 53.8 1.1  568 ／  1,055

28 岡山 2.45 △0.13山口 28 山口 53.0 △1.4  565 ／  1,066

29 兵庫 2.45 △0.02静岡 29 静岡 52.1 0.7  1,819 ／  3,490

30 新潟 2.45  0.00青森 30 青森 51.5 △0.1  584 ／  1,134

31 大阪 2.45  0.01宮城 31 宮城 50.3 0.9  906 ／  1,801

32 静岡 2.44  0.01石川 32 石川 50.1 △2.5  644 ／  1,285

33 千葉 2.43  0.03愛媛 33 愛媛 49.9 △0.3  612 ／  1,226

34 福島 2.43  0.02北海道 34 北海道 49.2 △0.3  2,146 ／  4,365

35 岩手 2.43 △0.07岡山 35 岡山 49.1 △1.7  864 ／  1,758

36 神奈川 2.42  0.02京都 36 京都 49.0 0.3  1,094 ／  2,232

37 福岡 2.42 △0.01広島 37 広島 48.9 △0.2  1,329 ／  2,718

38 愛知 2.40  0.04富山 38 富山 47.9 △1.5  571 ／  1,192

39 徳島 2.40 △0.02兵庫 39 兵庫 47.4 △0.5  1,914 ／  4,041

40 山形 2.39  0.02福岡 40 福岡 47.3 △0.2  2,201 ／  4,658

41 香川 2.38  0.07愛知 41 愛知 46.9 0.4  3,577 ／  7,620

42 宮城 2.38 △0.01千葉 42 千葉 46.6 △0.7  1,529 ／  3,278

43 富山 2.35 △0.01茨城 43 茨城 46.0 0.4  876 ／  1,905

44 群馬 2.35  0.00埼玉 44 埼玉 45.6 0.1  1,923 ／  4,215

45 茨城 2.32 △0.01神奈川 45 神奈川 43.5 △0.2  2,490 ／  5,727

46 東京 2.30  0.01大阪 46 大阪 41.4 △0.3  4,001 ／  9,673

47 山梨 2.28 △0.09東京 47 東京 31.1 0.6  7,922 ／  25,507

（注）都道府県別の状況は、企業の主たる事業所（特例子会社等の認定を受けている企業にあたっては、その親会社の主たる事業所）が所在する都道府県
    において、集計したものである。

【表７】         

　　　　令和７年６月１日現在

都道府県名 都道府県名 法定雇用率達成企業の数


